
NO.101 （16）日 高 市 議 会 だ よ り

会

期

日

程

・
委
員
会
ご
と
に
市
民
、
団
体
等

と
所
管
ま
た
は
関
連
す
る
内
容
に

つ
い
て
意
見
交
換
の
場
を
設
け
、

議
会
お
よ
び
議
員
の
政
策
立
案
能

力
の
向
上
お
よ
び
政
策
提
案
の
拡

大
を
図
る
。

・
議
会
の
活
動
状
況
を
市
民
に
報

告
す
る
と
と
も
に
、
市
政
の
課
題

全
般
に
対
処
す
る
た
め
、
市
民
お

よ
び
議
員
が
、
情
報
お
よ
び
意
見

を
交
換
す
る
議
会
報
告
会
を
開
催

す
る
。
常
任
委
員
会
ご
と
の
３
班

体
制
に
よ
り
、
決
算
、
常
任
委
員

会
報
告
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
意

見
交
換
を
行
う
。
得
ら
れ
た
市
民

意
見
等
は
「
所
管
委
員
会
等
で
審

査
、
検
討
す
る
も
の
」「
執
行
部

に
伝
え
る
も
の
」「
保
留
・
経
緯

を
見
守
る
も
の
」「
議
員
活
動
の

参
考
に
す
る
も
の
」
に
分
類
さ
れ

る
。

・
市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
対

す
る
政
策
提
案
や
政
策
提
言
を
行

う
も
の
と
す
る
。
議
員
提
案
に
よ

り
、「
磐
田
市
中
小
企
業
及
び
小

規
模
企
業
振
興
基
本
条
例
」
を
制

定
し
た
。

・
議
員
間
に
お
け
る
合
意
形
成
を

図
り
、
政
策
立
案
、
政
策
提
言
等

を
行
う
た
め
、
議
員
間
討
議
を
実

施
。
請
願
、
陳
情
、
発
議
案
に
加

え
、
予
算
決
算
委
員
会
で
、
論
点

を
明
確
に
す
る
た
め
の
討
議
を
追

加
。
討
議
内
容
を
拡
大
し
た
。

２
月
６
日
㈫　

静
岡
県
富
士
市

▼�

議
会
運
営
に
つ
い
て
（
議
会
改

革
の
取
組
）

　

富
士
市
議
会
で
は
、
議
会
改
革

提
言
を
行
っ
て
き
た
中
、
平
成
19

年
に
議
会
改
革
検
討
委
員
会
を
設

置
し
、
議
会
の
活
性
化
、
議
会
改

革
を
推
進
す
る
た
め
の
協
議
を

行
っ
て
き
た
。
現
在
は
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
の
導
入
検
討
、
常
任
委
員

等
改
選
時
期
の
見
直
し
、
申
し
合

わ
せ
事
項
の
改
正
案
の
検
討
等
を

行
っ
て
い
る
。
平
成
21
年
８
月
よ

り
議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て
優
先

的
に
協
議
し
て
い
く
事
と
し
、
先

進
事
例
に
つ
い
て
資
料
収
集
、
講

師
を
招
い
て
の
議
員
講
習
会
、
先

進
都
市
視
察
を
実
施
し
、
平
成
23

年
４
月
に
条
例
を
施
行
し
た
。
基

本
条
例
に
基
づ
く
取
り
組
み
の
主

な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

・
議
会
の
説
明
責
任
、
ま
た
、
市

民
の
多
様
な
意
見
を
把
握
し
、
市

政
の
諸
課
題
に
柔
軟
に
対
処
す
る

た
め
、
議
員
お
よ
び
市
民
が
自
由

に
情
報
お
よ
び
意
見
を
交
換
す
る

議
会
報
告
会
を
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
や
公
民
館
で
、
年
１
回
以
上

開
催
し
て
い
る
。

・
市
民
の
意
見
を
広
く
聴
取
し
、

議
会
活
動
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、

団
体
推
薦
と
一
般
公
募
か
ら
な
る

議
会
モ
ニ
タ
ー
を
設
置
し
て
い

る
。
本
会
議
お
よ
び
委
員
会
の
傍

聴
、
議
会
が
行
う
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
へ
の
回
答
協
力
、
モ
ニ
タ
ー
会

議
へ
の
出
席
な
ど
を
職
務
と
し

て
、
年
１
回
感
想
を
述
べ
て
も
ら

い
議
会
運
営
・
議
会
改
革
に
反
映

さ
せ
て
い
る
。

・
議
会
は
、
前
年
度
に
市
長
等
が

実
施
し
た
事
業
等
に
つ
い
て
、
当

年
度
決
算
審
査
時
に
評
価
を
行

い
、
議
会
の
評
価
を
市
長
に
対
し

て
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
翌
年

度
予
算
に
反
映
す
る
よ
う
求
め
て

い
る
。
７
月
初
旬
に
一
般
・
特
別

会
計
決
算
委
員
会
協
議
会
、
企
業

会
計
決
算
委
員
会
協
議
会
を
開
催

し
、
評
価
対
象
事
業
の
選
定
を
各

決
算
協
議
会
で
行
い
、
当
局
に
対

し
、
事
業
評
価
の
た
め
の
資
料
要

求
を
行
う
。
８
月
上
旬
に
資
料
を

議
員
へ
配
付
し
、
下
旬
に
各
決
算

協
議
会
を
開
催
。
当
局
の
資
料
説

明
・
質
疑
を
経
て
、
評
価
シ
ー
ト

を
作
成
す
る
。
９
月
に
決
算
審
査

終
了
後
、
協
議
会
で
議
会
の
評
価

を
決
定
、
議
長
よ
り
市
長
に
議
会

の
評
価
を
手
渡
す
。実
績
評
価
は
、

必
要
性
・
実
施
主
体
・
効
率
性
・

成
果
の
項
目
に
分
け
審
査
、
そ
の

結
果
を
４
区
分
に
評
価
し
、
今
後

の
方
向
性
と
し
て
拡
充
、
継
続
、

改
善
し
継
続
、
大
幅
な
見
直
し
、

縮
小
・
廃
止
を
検
討
の
５
区
分
で

方
向
性
を
示
す
。
あ
わ
せ
て
評
価

シ
ー
ト
に
は
評
価
に
至
っ
た
理
由

や
今
後
の
取
り
組
み
方
、
翌
年
度

予
算
へ
の
提
言
も
記
載
す
る
。
こ

れ
を
受
け
て
当
局
は
、
反
映
状
況

個
票
に
、
評
価
結
果
の
反
映
状
況

と
し
て
年
度
の
事
業
計
画（
方
針
）

を
回
答
す
る
。

　

第
１
回
定
例
会
は
、
次
の

日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

２�

月
27
日
㈫　

開
会
。
会
期

の
決
定
。市
長
行
政
報
告
。

議
案
32
件
の
提
案
説
明
。

２�

月
28
日
㈬
～
３
月
４
日
㈰

　

休
会
。

３�

月
５
日
㈪　

議
案
２
件
の

質
疑
・
討
論
・
採
決
。
議

案
30
件
の
質
疑
・
委
員
会

付
託
。

３�

月
６
日
㈫
～
11
日
㈰　

休

会
。

　

�（
休
会
中
に
総
務
福
祉
常

任
委
員
会
、
文
教
経
済
常

任
委
員
会
を
開
催
し
、
付

託
さ
れ
た
議
案
を
審
査
）

３�

月
12
日
㈪　

一
般
質
問
。

（
本
会
議
終
了
後
、
議
会

運
営
委
員
会
を
開
催
し
、

付
託
さ
れ
た
議
案
を
審

査
）

３�

月
13
日
㈫　

一
般
質
問
。

３�

月
14
日
㈬
～
15
日
㈭　

休

会
。

３�

月
16
日
㈮　

議
案
30
件
の

委
員
長
報
告･

質
疑
・
討

論
・
採
決
。
意
見
書
（
案
）

１
件
の
提
案
説
明
・
質
疑
・

討
論
・
採
決
。
市
長
行
政

報
告
。
閉
会
。


